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初 期 マ ル ク ス に お け る 家 族 論 の 形 成 過 程

千 葉 悦 子

は じめに

小論は初期マルクスにおける家族論についてその内容を検討しようとするものである。

しか し樋 説では嫁 族謙 関 しては後期マルクス.エ ソゲ,レスによって完成されたものとさ£)初

期マルクス研究では 『ドイツ ・イデオロギー』(1845年)が 家族の歴史的起源を最初にとりあげたも

のとして,し ばしばとりあげられているが,そ れ以前にさかのぼってマルクスの家族論の発展過程を捉

えようとするものは少ない。

確かに,家 族についての充全な解明は後期マルクス ・エソゲルスにおいて完成されたというのも言及

す るまでもないことである。即ち,『 資本論 』(1867年)に おいて,機 械制大工業のもとで初めて婦

人・児童労働が大規模に採用されたこと,そしてまた,そのことによって家族や両性関係のより高い形態のため

の新 しい経済的基盤がつくりだされたことが明らかにされ,ま たエンゲルスの『家族 ・私有財産および

国家の起源 』(1884年)で は,『 ドイツ ・イデオロギー』を発展させて,家 族と婚姻の歴史を分析 し,

性差別の根源が私有財産の発生に伴 う階級社会の形成によるものであること,し たがって,性 差別の廃

絶もまた,階 級社会の廃絶によるものでしかないことを解き明かしたのである。 しかもこれを完成させ

るためには,バ ッハオーフエン 『母権制 』(1861年)さ らにモルガソの 『古代社会 』(1877年)を も
(2)

とにした家族史研究(マ ルクス 『古代社会ノー ト』(1879～80年))があってはじめて実現したものなので

ある。

とはいえ,家 族についての歴史的 ・階級的な把握が後期マルクスにおいて充全になされたとしても,

後期において初めて提出されたものとして捉えるべきではなく,若 きマルクス時代からのヘーゲル哲学

の批判的研究,そ のための経済学研究,そ の中でつかみとったブルジョア社会の認識の深化,即 ち,そ

の長い苦闘の過程を経て確定されたものと捉えるべきであろう。したがって,後 期マルクス ・エソゲル

スの所産 『家族 ・私有財産および国家の起源 』に完成される家族についての基本的論点が提出されてい

るとされる初期マルクスの作品『ドイツ ・イデオロギー』もそうしたマルクスの社会認識の深化の過程

の一産物として捉えてみなければならないだろう。

しかしながら,『 ドイツ ・イデオロギー 』と『家族 ・私有財産および国家の起源 』を発展的に捉える

のではなく,並 列的に比較検討 して,そ の差異を論 じ,初 期マルクスと後期マルクスの断絶,さ らには,

後期マルクスの後退を主張する論者 も少 くない。たとえば,性 差別の根源をどのように捉えるのか,そ

の理論的枠組みに関 わって,『 ドイツ ・イデオロギー』における性的分業 と私的所有の関連をどのよう
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につかむのかが今日なお，家族論を基礎理論とする婦人(解 放)論 の大 きな論点となっているが・なか

でも,マ ルクスの科学的社会主義の理論に依拠しつつ,そ の欠落 ・弱点を指摘する水田珠枝氏は,マ ル

クス ・エンゲルスの著作を 「性差別について貴重な示唆を提示 している反面,そ の部分をぬきだしつき

(3)
あわせてみると理論的な欠落 ・不整合が目立つ」とし,「『ドイツ・イデオロギー 』 では差別すなわち,

所有の不平等は,分 業から発生することが明確にされながら,性 差別の原因が性的分業にあるのかない

肋 説明されていなし!l)と述べ,他 方rr起 源 』〔隊 族.鮪 競 および国家の起源』の略 〕の場

合には,や はり分業が差別を生むことが説かれながら,性 差別の原因は,性 的分業よりは社会的分業に

(5)もとめられ
ている」あるいは 「『ドイデ』〔『ドイツ・イデオロギー』の略 〕よりもはっき りと性的分業

と性的差別の関係をきりはなそうとしているようにみえる」と述べ,「 こうした,あ いまさが,性 差別
(6)

の原因をめぐる論争をよびおこすことになるのである」とマルクス ・エンゲルスを非難 している。

こうした,あ る 「部分をぬきだしつきあわせ」て,「 不整合」を論 じ,水 田氏の主張と異なると指摘

しても,マ ルクス ・エソゲルスの認識の発展に即 した内在的な批判でないが故に,も し彼らが今 日いき

ていたとしても彼 らにはいささかの痛痒も感 じないであろう。つまり,『 ドイツ ・イデオロギー 』から

『家族 ・私有財産および国家の起源』の断絶でも,飛 躍でも,後 退でもなく,認 識の発展過程としても,

しかも,そ の間に 『共産党宣言 』(1874～48年)『 経済学批判要綱 』(1857～58年),さ らに 『資

本論 』第1巻(1867年)等 を媒介 させながら彼 らの内在論理に即 して検討するものでなければ,彼 らの

理論を正しく理解 したことにはならないといえよう。しかも,見 落としてはならないのは『ドイツ ・イデ

ォロギー』についても,突 然できあがったものではなく,そ れ以前に,ヘ ーゲル哲学を批判的に克服 し,

史的唯物論の基礎を形成すべ く,苦 しい格闘の時代があったとい うことである。 したがって,マ ルクス

の理論を論 じるときには,初 期マルクスから後期マルクスまで全体を視野におさめてそのどこに位置す

るのかを吟味 しなければならない。

そのためにも,ま ずはマルクスの家族論について,若 きマルクスから老 マルクスに致る過程を正しく

捉えることが肝要であろう。 しかし,そ れを直ちに展開できるほどの力は今のところ我々はもちあわせ

ていない。とりあえず小論では初期マルクスに限定 して,そ の一部を展開することにしよう。それには,

まず,克 服すべき対象であったヘーゲル哲学における家族とはいかなるものであったか,そ の解明から

着手しなければならない。 ・

1.ヘ ーゲ ル の家 族 観

(7)
ヘーゲルは 『法の哲学』において,客 観的な精神が自由な意志として現実の中に普遍的自己を特殊

化して具体的形態 とな ったとき人倫の体系となるとして,そ の体系は家族→市民社会→国家として構
⑧

成されているとする。即ち,即 自的 ・実体的に統一されている 「自然的な人倫的共同体」である家族が

解体 し,個 人と個人の自由意志による結合社会である市民社会が 「差別態」として生 じるが,そ れがさ
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らに止揚されて普遍と個別の統一体として国家に到達 し,こ うして国家においてこそ普遍的精神が具現

するとされる。市民社会が国家と家族を媒介しているのであり,「 『家族 』が『家』そのものとして国
(9)

家の構成単位」だとはみなされておらず,家 族は市民社会の前提なのである。

では,市 民社会の前提である家族,国 家の 「材料」でしかない家族,そ の家族自体についてはどのよ

うな理解を示していただろうか。 『法の哲学 』の 「家族 ・婚姻」からその特徴を述べてみよう。

まず第一に,家 族の概念について,以 下のように述べる。即ち,「 精神の直接的実体性として,精 神
(10)

の感ぜられる一体性,す なわち愛」を規定としてもつとする。他方,「 愛はまた感情であり,主 観的な

ものであって,こ れに対しては合一はおのれを貫 くことができない。それゆえ合一が要求 されはするが

それが要求され うるのは,本 性上外面的で感情によって左右されることのないような,物 との関係にお
(11)(12)

いてだけである」。 したがって,「 家族は,人 格 としてはその外面的実在性を所有においてもつ」。そ亀(13)

して 「人格的独立性」を代表し,「 対外関係においてたくましく活躍」する夫(男)の みが市民社会に
(14)

参加し,し たがって,「 市民ではな く家族に属しているような個別者は…非現実的な影にすぎない」と

い うのである。しかし,他 方で,家 族成員の独立,即 ち,家 族の解体についても認めないわけではない。

しか し,そ れは,子 どもの教育によって独立の人格として成長 し,自 分の自由な財産を所有 し,自 分自

身の家族を獲得するかぎりにおいてである。

第2に,両 性の捉え方についてみよう。第1の 家族の概念の内容に既に部分的にみられることだが,男 性

は 「国学や学問」またそのほか 「外界やおのれ自身との労苦に満ちたかかわり合いや戦いにおいて営」

む一方で,女 性は 「家族においてこそ実体的本文をもち,… 恭順のうちにおのれの倫理的心術をもつ」

のであり,ま た,「 普遍性」ではなく,「 偶然的な愛着や意見に従 って行動する」ため,「 女性が政治
(15)

の頂 点に立つ とすれば,国 家は危険におちいる」と指 摘する。

第3に,婚 姻の捉 え方 については,結 論 的に述べれば,婚 姻を 「ただ性的関係と してのみ」考察 した
(16)

り,「 たんに市民的契約として理解」したり,「 本質を愛にしかおかない考え方」を排 して,「 婚姻は
(17)

∵法的に倫理的な愛」であると規走し,ま た,婚 姻関係の真心からのつながりは,「 人格性の一身同体
(18)

となった相互献身からのみ生ずる」のであるから,婚 姻は本質的に一夫一婦制であるとする。

以上がヘーゲルの家族 ・婚姻観の概観であるが,こ こにみられる家族像は,ほ かでもない封建制下の

家共同体(Haus)が 解体 した後に成立 した,血 縁的紐帯から解 きはなたれた 「近代的」な市民家族(fa-

mile)の 姿である。

封建制下にあっては,「 家族が『家 』そのものとして国家の構成単位であったとすれば,い まや家族
(19)

とい う私的領域のなかで生長し教育 された個人が国家の構成単位となるのである」。また,家 族は夫婦

の愛情を基礎とするものであり,妻 は愛に基づいて,そ の全人格を,つ まり財産 も権利 も夫のために放

棄すること,こ れに対 し夫は妻のこの献身に応え妻の願 いを受け容れ実現することが要求されるとして,
(20)妻

の夫への服従は女性一般の自然から説明されるのである。 したがって,妻 の夫への服従は,封 建制下

の家父長的観念の移植ではなく,愛 を基礎とする近代的家族の概念によって再構成されたものといえる

一24一



だろう。そして,こ うしたヘーゲルの婚姻観 ・家族観が体現されているのが,「 人類の生命活動の内に

あるだけのすなわち即 目的にあるだけの」 「顕現 したあり方においては外面的であるだけの一体性が精
(21)(22)

神的な愛へ,自 己意識的な愛へ変えられた」 「倫理の法」であるところの,プ ロイセソー般ラソト法で

ある。

さて,ヘ ーゲルの弟子であった青年マルクスもまた,以 上述べてきたヘーゲル哲学における家族 ・婚

姻観から出発 し,市 民家族の内部構造の分析からプロレタリア家族を発見してい くことになるわけだが,

その第一歩は,「 倫理の法」である 「プロイセソー般ラソト法」をめ ぐってであった。それを手は じめ

に して,以 下,順 次,マ ルクスの家族観の発展過程を概観 してみよう。

2.ヘ ーゲ ル 家 族観 との格 闘

(D人 倫としての婚 姻三『離婚法案 』

マルクスの家族観として最初に我々の目に触れるのは,サ ヴィニー指導のもと1842年 に起草された

離婚法案の批判である。即ち,『 ライソ新聞 』時代(1842-43年)の 二つの小論,『 離婚法案によせ
(23)

て。批判の批判』(11月15日付,第319号,全 集⑩ および 『離婚法案』(12月19日第353号,全 集①)で ある。

この離婚法案は,婚 姻における 「キ リスト教原理に反す る原則」を除去 し,さ らに婚姻訴訟手続形式

を重視 して,そ れまでの宗教的行為の強制から自由な,民 事婚優位の婚姻立法を,後 退させようとするも

ので,離 婚の原因から,「 克服しがたい嫌厭」や 「相互の合意」を恣意にあたるものとして削除しよう

とするものであった。さらに,若 干付け加えれば婚姻法 もその一部に構成されている一般ラント法はナ

ポレオン法典の先取りともいえる。つまり,一 般ラント法は1794年に仏革命の影響をうけて制定され,

それ以前の宗教的 ・身分的な婚姻を排 した 「近代的」な性格を部分的にも有していたが,む しろ革命か

らプ。イセン的秩序を繍 しようとする父鞭 位の性格が弓姻 であ読 挙)ナポ財 ソ法鮪 体が仏革命

時の自由 ・平等主義から父権優位(共 通財産の処分権,固 有財産の管理権)に 再構成され,「 『ブルジ
(25)

ヨア家族 』的な法律構成であった」と評価 されているが,一 般 ラン ト法も同様な性格をもっていたので

ある。たとえば婚姻や親子は契約に準ずる関係というだけでなく 「婚姻の主要な目的は,子 の出産と教
(26)

育」であり,ま た 「市民社会は公共の福祉の 目的のための家族の結合より成」るのであって,婚 姻はそ

の内部関係までも,法 的規制の対象とされていたのである。 しか し,自 由主義志向をおしとどめること

はで きず1830年 には婚姻の 目的規定が除去 され,夫 の財産支配の優位についても,大 きな制約をうけ

る改訂がなされていた。1842年 の離婚法案は,こ うした市民社会の自由主義の流れをおしとどめ旧体

制へひきもどそうとする一つのあらわれといえるだろう。

さて,マ ルクスはこの離婚法案についてどのように言及しているだろうか。まずもって 「婚姻が人倫

的な制定ではなく宗教的 ・教会的制度として処理 されており,従 って婚姻の世俗的本質が否認 されてい

る」(全 集①,p173)と 本質をっいた批判をし,さ らに,こ れまでの婚姻法についても 「非人倫的」で,
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それは,そ の基礎を構成するプロイセン ・ラント法が 「悟性的抽象にもとついているのであって,こ れ

はそれ自体において無内容で,自 然的,法 的,人 倫的内容を,外 的でそれ自体において法則をもたない

質料とみなし,こ んどはこの精神 も法則 もない質料を,外 的な目的とあわせて型どりをし,方 向づけを

し,位 置づけをしようと試みた」(全 集⑩,p309)と し,形 式的規定にとどまり,実 際には,人 倫に委

ね られるべきものも法的に鮒 けしていること繊 くついてし、るこの点櫨 要であろ 卿

しかし,婚 姻それ自体の捉え方についてはヘーゲルの枠をこえていないようにもみえる。即ち,恣 意

にもとつく婚姻の主張者に対して 「婚姻が家庭の土台」であり,「 子どもとその財産」を 「気まぐれに

ゆだね」てはならないと述べる。そして,立 法者は 「精神的な諸関係にひそむ内的な法律を,意 識 され

た実定的な法律の形で宣明する」のであり,「 婚姻をむすぶべく強制 されることはない」が,「 しかし

婚姻をむすぶやいなや,人 はすべて婚姻に関する諸法律への服従 をすべ く強制 され なければならない」

とする。さらに,ヘ ーゲルを引用 して,「 婚姻は即 自的 ・概念的に解消不可能である」(全 ①,P174)

と述べるのである。

しかし,そ の先をみてみよう。他方,マ ルクスはこうも述べている。 「人倫的な関係はすべて,そ の

真実性が前提されるならば解消不可能である。」 「だがしかし,い かなる国家,い かなる婚姻,い かな

る友人関係 も完全にその概念に合致するものではない」から 「現実の婚姻は国家において解消可能」

(同左P175)で あると。ところがヘーゲルは,「 婚姻は絶対的ではな くて動揺するものであり,解 消の

可能性を含んでいる。 しかし立法はこの可能性をきわめて困難なものにし,気 にいるとかいらないとい
(28)

った気ままな意向に対 して,倫 理の法を堅持 しなければならない」として法によって婚姻解消を避けよ

うとするのである。ヘーゲルとマルクスの法(二 国家)に 対する捉え方の違いは明らかである。

さらに,マ ルクスは続ける。 「離婚とは…死せる婚姻であり…事柄の本質のみが任意の婚姻の生死を

決定できる。」(同 左p175)と ころが,事 柄の本質を決定で きるような法律は 「当の法律が民衆の意志

の自覚的表現であり,し たがって,こ の意志をもとにしこの意志によってつ くりだされたものである場

合だけ」であるとして,「 立法者は,い つ本質的には解消されてしまっているか」(同 左,p175)と い

うことしか定めることができないとする。こうして,離 婚の本質をふまえた離婚法等がつ くることので

きないことを示唆 しているといえよう。

以上にみられるように,未 だマルクスは普遍的理性にもとつ く人倫国家を前提としていることは明 ら

かである。 しかし,「 市民社会」と対置される 「国家」の立場を保持 しながらも,他 方では,あ くまで
(29)

も具体的な現実の世界のなかでそれを問題 とし,生 か していこうとする態度,そ こに 「国家」から 「市
(30)

民社会」分析へと移行 していく萌芽をみることができるだろう。 しか し,直 ちに 「市民社会」分析には

進めなかった。 自らの思想的基盤それ自体の検討からまず,は じめなければならなかったのである。

(2)ヘ ーゲル家族観の自己矛盾一『ヘーゲル国法論』

翌年(1843年),マ ルクスは自らの思想の基礎をなしていたへ一ゲル法哲学の批判的検討に着手 し
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『ヘーゲル国法論批判 』としてまとめた。ヘーゲルの市民社会と国家の相互関係,そ の転倒的把握の批

判をつうしてマルクス独 自の民主主義論がはじめて展開されたとされている。したがって,家 族の把

握の検討それ自体は付随的であるがヘーゲル批判をつうじたマルクスの家族理解の発展がいくつか確認

できる。

まず,ヘ ーゲルにおける家族と市民社会は既に指摘しているように,「 現実的理念によってはたらき

を受けて」おり,「 それ らを国家に統合するのは」 「理念の生のな り@き がそれらを己れからふるい分

けた」(全 集①P235)も のであるが,マ ルクスはこれを,実 は 「家族と市民社会は国家の前提であり」

(同右p236),「 国家の現実的部分,意 志の現実的,精 神的現存態であり,両 者は国家の定在様式であ」

(同左p237)り,「 国家は家族成員として,ま た市民社会の成員として現存 しているような衆人か ら出

てくる」(同 左p238)の であり,こ うして 「政治的国家は家族 とい う自然的土台と市民社会という人

工的土台なしにはありえない」(同左P237)と 捉えてい る。ヘーゲルの思弁性を批判し,現 実の人間から

出発 しようした第1歩 である。

では,国 家の 「自然的土台」としての家族にマルクスは具体的に何を託 しているのだろうか。ヘーゲ

ルの身分制議会に対する批判にそれが認められる。ヘーゲルは,普 遍的事項としての国事は国会なしで

君主と政府高官によって審議 ・決定 され遂行されるが,「 君主権」や 「行政権」などに 「即自的」にあ

った 「公共事がたんに即自的にのみならず対自的にもあらわれて くるようにする」(同 左p299)た めに,

また,「 国家がそれを通 じて国民の主体的意識にはいり込み,そ して国民が国家に参与 しはじめる」た

めに国会が必要だとし,市 民社会においては個人としてでなく,私 的身分として政治的身分になるとし,

身分制議会を提示する。 この身分制議会は土地所有身分である貴族院と市民社会の身分の代表者である

代議院とで構成 し,前 者の優位性をとくのである。その理由は 「家族生活を土台にもち…生計の点では

土地所有を基盤とし,… …己れにもとつく意志 を有し…君主的要素が内に蔵するところの自然規定」

をもつが故 に 「政治的な関係むきに設定される」(同 左p335)の であるとする。

それに対するマルクスの批判はこうである。即ち,農 民身分は土地所有と結びつき,家 族生活の土台

である愛が現実的 ・効果的 ・規定的原理として欠けており,「 没精神的な家族生活であり,家 族生活の

幻想である」と。なぜなら,前 述のヘーゲルの家族観で我々も確認 していることだが,魅ヘーゲル自ら

「『愛 』が家族生活の土台であり原理であり精神であると言明している」ではないかと,へ 一ゲルの自

己矛盾をついているのである。ヘーゲルは愛を原理 とする市民社会の家族を認めなが らも,市 民社会の

個人を利害にもとついて行動するものとみなし,国 家と市民社会の分裂を中世的身分世界にひきもどす

ことによって解消しようとしたのである。それに対 し,マ ルクスは,「 営業の身分」の資産は 「意志の

偶然に」よって仲介されており,「営業の不安定,所 有転変」が土地所有とは対照的に認められるが,だ が

らこそ 「市民社会においてこそはじめて家族生活は家族の生活となる」(同 左p341),と 主張するので

ある。

たしかに,ま だへ一ゲルの家族観をうけいれ,そ の枠の中で議論を展開していると思われるが,重 要
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なことは,愛 を規定にする市民社会の家族から中世的身分家族へ回帰 していくのではなく,市 民社会の

家族を積極的に受け入れて展開していこうとしている点である。生方卓氏は,「 ヘーゲル以上にへ一ゲ
(31)

ル的」であ り,同 時に 「まったく非 『マル クス主義的 』である」と述べている。しかし,我 々のこれま

での検討をふまえてみれば,こ の評価は必ず しも的を得たものになっていないといえよう。

マルクスの描いた,「 私的所有」と矛盾 し,そ れを克服するものとしての 「家族資産」をもつ,愛 を

原理とする市民家族とは,当 時のプロシアに現にみ られた,未 だ充分に成熟していない,不 安定な資産

保有者=中 間階級の姿にほかならない。市民家族が分化 して生 じるブルジョア単婚家族とプロレタリア

ー トの実像は近代化のたち遅れていたプロシアでは捉えることができなかったのである。それは,「 パ

リ時代」においてはじめて発見されることになる。

3私 的 所 有 の一 形 式 と して の夫 婦 関 係

(1)私 的所有に規定された家族

1843年 秋,パ リへ移ったマルクスは,こ こで諸論文を『独仏年誌 』に発表 し,そ の過程で 「観念論
(32)

か ら唯物論へ,革 命的民主主義から共産主義への移行」を完了したとされる。即ち,政 治国家 と市民社

会の分裂とその止揚について,『 国法論批判 』では人間的解放を政治的解放に求めて いたのに対 し,

『ユダヤ燗 題によせて』(全 集①)で は,政 治的轍 が人間的鰍 なのではな く,市 民社会の原理一

利己的欲望の支配一からの解放でなければならないことを,さ らに,仏 の社会主義運動に直に触れる中

で 『ヘーゲル法哲学批判序説 』では,プ ロレタリアー トこそ私有財産制にもとつく 「人間の完全な喪失

であ り,し たがってただ人間の完全な回復 によってだけ自分 自身をかちとることのできる」(全 集①p

427)の であり,こ うしてプロレタリアー トこそ社会を変革し,人 間解放を実現する実践的担い手であ

ることを定立ずるのである。 しかし,そ の具体的なあり方はいまだ明らかにされず,そ のために市民社

会それ自体の仕組みの解明,即 ち経済学研究が開始されるのである。

こうして,市 民社会と国家の分裂の根拠を,市 民社会の側に,そ の根本的要因を私的所有にみる視座

を獲得 したあとでは,も はや 『へ一ゲル国法論批判 』にみられる 「愛を原理とする市民家族」も幻想で

あることは明白である。1844年 に執筆された 『経済学 ・哲学手稿 』 似 下 『経哲手稿 』と略す)及 び,

エンゲルスとの最初の共著である 『聖家族 』では家族と両性関係のあり方について,市 民家族の婦人に

対する抑圧について暴き出し,そ してまた,労 働疎外を体現しているプロレタ リアー トによる私的所有

の廃絶による共産主義社会の成立によって,は じめて男の女に対するあり方も人間的なあり方になるこ

とを示した。そこで,マ ル クスの家族観がどのように して前進したのか簡単にみてみよ う。

『経哲手稿 』の 第一手稿で,マ ル クスは,私 的所有が支配する市民社会批判を,私 的所有の本質とし

ての労働を燗 活動の本来のあり方から撒 直 し,し かもその労働が琳 されてし・ることをつかむこと

によって行ない,さ らに『ミノ辟 註』で燗 の類的本鄭 社会性,姻 性にあることをつかんだマルクス

ー28一



は,第 三手稿では,私 的所有のもとでの人間と人間の社会関係が物と物との社会関係,換 言すれば,人

間相互の利己的で冷たい関係にあらわれることから,人 間の類的本質の疎外形態のもとにあるとし,そ

こで私的所有の 「ポジティヴな廃棄…人間による,ま た人間のための人間的本質の現実的獲得としての

共産主義」(全 集⑳P457)が 登場する。

この第三手稿の 「私的所有と共産主義」で女性共有の思想をもつ粗野な共産主義を批判する部分があ

るが,そ こには以下に示す文が見い出される。 「私的所有に普遍的私的所有を対置するこの運動は夫婦

関係(こ れはいずれにせよ排他的な私的所有の1つ の形式である)に たいして女性を共同,共 有の所有

物た らしめるところの女性共有を対置する動物的な形式においてあらわれる」(全 集⑳p455)と 。

マルクスはここで,私 的所有の もとでの市民家族は夫は妻の所有者として,自 由な処分者としてたち

あらわれることを鋭 く見ぬいて,っいているのである。そのことを 『聖家族 』(全 集②)で はい くつか具

体的な例によって示している。たとえば 「娘は,だ れであろうとこの娘の独占的財産の取得を取引 しよ

うと欲する人に,売 りにだされた商品ではないか」(同 左P207)と い うフーリエの引用があるがこれは
(33)

妻の財産を夫が管理できる,「 経営体としての市民家族の経済的要求…が…人間を持参財に転化する」

ことを示している。 したがって,「 愛 なき結婚」(同 左②p63)が まか りとおるのである。 こうして私

的所有のもとでは家族までも利己的な関係におかれることが明らかにされた禦)

そして,次 に,人 間的解放には当然,男 の女に対するあり方が人間的な関係になることでもあるとす

る婦人解放の視点が導入される。即ち,「 男の女にたいするあり方は人間の人間にたいするもっとも自

然的な間柄だから…したがって,こ の間柄のうちに,ど れほど人間の自然的なあり方が人間的になって

いるか,あ るいは,ど れほど人間的なあ り方が彼にとって自然的なあ り方に,ど れほど彼の人間性が彼

にとって自然に,な っているかがあらわれる。 この間柄のうちにまた,ど れほど人間の必要が人間的な

必要に,し たがってどれほど彼にとって彼ならぬ他の人間が人間として必要になっているか,ど れほど

彼が彼のもっとも個人的なあり方のなかで同時に公共の者であるかがあらわれるのである」(全 集⑩

456)と 。 こうして,「 人間の自己疎外としての私的所有の積極的止揚 としての共産主義」(同 左p

457)の もとでこそ,「 人間を人間として,ま た世の中にたいする彼のあり方を人間的なあ り方として

前提するならば,き みは愛をただ愛とのみ,信 頼をただ信頼とのみ,等 々,交 換することができる」(同

左p489)と する。ヘーゲルのいう 「愛を土台とする家族」が共産主義において普遍的にあらわれるのである。

これらをふまえて,家 族をあるいは宗教 ・国家を経済の運動 生産の運動から捉えようとす る視点が

定立 される。つまり,「 宗教,家 族 国家,法,道 徳,科 学,芸 術,等 々は生産の特殊な諸様式にすぎ

ないのであって,生 産の一般法則に従 う。それゆえ私的所有の積極的止揚は…中略…人間が宗教 家族,

国家,等 々から彼の人間的な,す なわち,社 会的なあり方へ帰ることである」と。

以上から明らかなように,ヘ ーゲルとたもとをわかって,仏 社会主義思想に触発されながら(フ ーリ

エ)マルクス独自の家族論が展開される出発点となった論文といえるであろう
。家族の階級的把握が精確にな

されているわけではなく・歴史的把握に致ってはいまだみるべきものはないが,「私的所有の一形式 としての夫
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婦関係」,「 家族…生産の一般法則 に従 う」とい う指摘 の中に,翌 年エ ソゲルスと共同執筆す ることに

なる 『ドイツ ・イデオ ロギ ー 』の家族論へ発展 してい く端緒 をみ ることができるだろ う。 しか し,『 ド

イ ツ ・イデオロギー 』で唯物史観 にたった家族論 を展開 するためには,そ の前に 「たんな る抽象的知識
(35)

以上」の,市民家族の分化 した一方の極にあるプロレタリアートの家族の状態を知る必要があったのであ

る。つまり,『 経哲手稿 』での国民経済学の原理論的検討と同時に,他 方で,エ ソゲルスの 『イギ リス

における労働者階級の状態 』を媒介に して 『ドイッ ・イデオロギー 』における家族論が展開 されたと考

えられる。そこで,『 ドイツ ・イデオロギー』の検討に入る前に,『 イギ リスにおける労働者階級の状

態 』を簡単にみてみょう。

(2)労 働者家族の状態

エソゲルスは,『 イギ リスにおける労働者階級の状態 』を書きあげる以前に,『 ヴッパータールだよ

り』(全 集①,1839年)で ヴッパータールの下層階級,と くに工場労働者のみじめな状態を描 き,そ

れを契機iにマルクスに先だって経済学研究に着手 し,1843年 には 『経済学批判大綱 』(全 集①)を ま

とめている。この中で,既 にイギ リスにおける 「労働者家族の解体」の事実をみている。たとえば,こ

ういう記述がある。

「共同の利害の最後の痕跡である家族の財産共有は工場制度によって破壊され,か つ一す くなくとも

このイギ リスでは一すでに解体過程にある。子どもたちが働けるようになると,す なわち9歳 になると,

その賃金を自分でつかってしまい両親,両 親の家をただの下宿屋と考え,両 親に一定の賄い費と部屋代

を支払 うということは,ま ったくの日常茶飯事である」(全 集①,p548～549)と 。

ここにみられる家族の姿は,ヘ ーゲルが描 く,自らが処理できる財産と家族をもつことによって自立す

る子どもの姿と,何 と違うことか。家族成員のモナッド的解体にほかならない。この,工 場制度のもとで

の労働者家族の実態を大規模に描いたのがほかでもない 『イギ リスにおける労働者階級の状態 』である。

その非人間的,動 物的惨めさをここであらためて指摘するまでもないが,こ こでは,家 族論の理解に関

わって,特 徴的な点を述べてみよう。

まず,プ ロレタリアー トの家族の性格をうきぽ りにする前提ともなるプロレタリアートの創出過程の

記述である。土地のほかに家内労働を営む労働者(プ ロレタリアー トでない)を,次 いでヨーマソ(独

立自営農民)が,18世 紀後半からの産業革命をつうじて 「もっぱら労賃だけで生活し,ま ったく財産と

いうものをもたな」(全 集②,p231)い プロレタリアに変えられてしまったことを記 している。以前に

は労働者やヨーマソは,「 家父長制的な家族関係」のもとで,「 考えるということを」せずに,「 何 も

求めようとしない謙虚な態度」で,し かしそのかわ りに 「精神的には彼 らは死んでいた」(全集②,p232)

がそれらが全て破壊 される。

第2に,先 に若干ふれたプロレア リア家族の解体についてである。工場制度による婦人 ・児童労働の

採用が家庭を完全な解体 においこむのである。 『経哲手稿 』でも第一手稿で婦人労働について若干,引
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用によってふれ られているが,家 族の解体の指摘はない。

第3に,プ ロレタリア家族とブルジョア家族の家族関係についてである。まず前者についていえば,

主婦の労働によって,… 家族関係がさかだちさせ られ」(全 集②,p376)る のである。たとえば,「 妻

は家族を養い,夫 は家にいて子守 りを し,部 屋の掃除をし,料 理をする」(同 左p376)と 。そ して,エ

ソゲルスは 「完全な性の地位転倒」が 「両性がはじめからたがいにあやまった関係におかれていたせい

で」(同 左,p379)あ ることを,そ して 「以前夫がしたように いまや妻が,自 分のかせいだ財産の大部

分,そ れどころかその全部を家族の共有にしている,と いうことを自分の支配の口実にするならば…中

略…けっしてほんものの共有でもなければ,合 理的な共有で もない」(同 左,p379)と 。こうして,「 こ

れまで家族をつなぎとめてきた紐帯が…家族愛ではなくて転倒 した財産の共有のなかに必然的に温存さ

れていた個人的利益」(同 左,p379)で あることを明らかにしている。

他方,ブ ルジョアについては,「 ブルジョアは りっぱな夫で あり,家 族の一員であって,個 人的美

徳をもっていて…尊敬するにたり,礼 儀正 しいように見える」が(同 左,p510),「 人間と人間とのあ

いだに現金支払い以外の関係をいっさいみとめない。自分と自分の妻とのあいだのつながりでさえも百

のうち九九はただの『現金支払い 』にすぎない」と暴いている。こうしてマルクスが『経哲手稿 』で疎

外された労働の概念を分析する中で 「夫婦関係を私的所有の一形式」と把握 したのに対 し,エ ンゲルス

は,プ ロレタリアー トの状態に関す る科学的分析をつうじて,や は り同 じ結果に達 したといえよう。こ

うして,エ ソゲルスもまた,両 性の人間的あ り方が実現される共産主義社会をプロレタリアートの闘争

をまのあたりにする中で確信をもって展望するのである。 プロレタリア家族の歴史的形成過程の把握に

つとめ,ま た家族の内部構造の実体的解明を行なったエソゲルスの成果は後の家族理論の発展に大きく

貢献 しているといわねばならない。

なお,こ の著書は,「 ヘーゲルの思弁をフォイエルバ流に解決する」(全 集①,p228)ド イツの社会

主義と共産主義にプロレタリアー トの現実の生活状態の知識を与えることをとくに重要な課題としてい

ることを付言 したい。

4唯 物 史 観 と家族

1845年,マ ルクスとエソゲルスはいよいよ唯物史観を確立させたといわれる『ドイツ ・イデオロギ

ー』の共同執筆にとりかかる。 『ドイツ ・イデオロギー 』では,分 業 ・所有形態 ・生産力 ・交通形態等

々によって社会発展の論理,即 ち,唯 物論的歴史把握に到達 している。 『経哲手稿 』にみられた唯物論
(36)

的把握を歴史把握へ発展させたものといえる。そこで我々がまず注目するのは家族の起源とその歴史的

把握,さ らにその止揚のあり方についての叙述がはじめて見い出されることである。

『ドイツ ・イデオロギー』は,「 人間的存在の,し たがってまたあらゆる歴史の,第 一の前提」すな

わち 「生きることができねばならない」(全 集③,P23)と して,「 物質的生活そのものの生産」,第2
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に 「充たされた第1の 必要そのもの,充 足の行動およびすでに獲得された充足のための用具が新 しい諸

必要を生みだ」し,「 第3の 事態は,… 人間たちが他の人間をつくり繁殖 しは じめ るという」とい う三

つが 「歴史のなかでその力を効かせている」として家族 を三つの契機に位置づけて いる。そしてこの三

つめの契機の家族は 「『家族の概念 』にしたがってではなく」,「 現存する経験的資料に したがって説

明されねばならない」(同 左p25)と して ドイツ哲学の転倒 したあり方を批判 している。

また,所 有 ・分業と家族関係の関連について以下のように述べている。即ち 「労働の分割の うちにす

べてのこれらの矛盾は存在するであ り,そ して労働の分割はそれはそれでまた家族内での労働の自然発

生的分割と,個 々の相互に対立する諸家族への社会の分裂にもとつくのであるが,こ の労働の分割 と同

時にまた,労 働とその生産物 との配分,し かも量的にも質的にも不平等な配分,し たがって所有が存在

することになる。 この所有は妻 と子どもたちが夫の奴隷であるような家族のうちにすでにその萌芽,そ

の最初の形態をもっている。家族内でのもちろんまだ非常に未熟な潜在的な奴隷状態が最初の所有であ

る」(同 左、p28)。 あるいは 「所有の最初の形態は部族所有で ある。……中略 ・…・家族の中でおこなわ

れている自然発生的分業をもっとひろげる程度に限 られる。それゆえに社会的編制は,家 族の延長以上

には出ない。すなわち,家 父長制的部族長,そ のもとに部族員,最 後に奴隷,家 族のうちに潜在 してい

る奴隷制は……徐々に展開する」(同 左,P18)・

これらの叙述をどう理解するかが,家 族 ・婦人論研究において論点になっていることは既に述べたと

おりである。本文を忠実に読むなら,水 田珠枝氏も指摘するように,こ の段階では,男 と女の性的分業

か ら男が女を支配する根拠となる家庭内分業が発生 し,そ れが妻 と子を奴隷状態におくと捉えられてい

たと考えられる。母系制社会の存在を未だ知りえなかったこの段階では,人 間の歴史の起源は家父長的
・(37)

な家族に求めていたのであろう。 『ドイツ ・イデオロギー』では分業と所有概念を表裏一体のものとし

て捉えており,し たがって性別分業=潜 在的奴隷としてつかまれたと思われる。それゆえ『資本論 』第

4篇 第12章 の 「一つの家族のなかで,さ らに発展しては1つ の種族のなかで……自然発生的な分業が発

生 し」という記述について,第 三版において 「元来は家族が発達して種族になったのではなく,反 対に,
(38)

種族 こそが血縁関係にもとつ く人,類 社会形成の本源的な自然発生的な形態だったのであ り…」 とい う

注が記載 され訂正 されたのである。 『家族 ・私有財産および国家の起源 』においてはじめて,男 と女の

直接的に社会化 された,自 然的分業が男女の平等の基礎を形成したが,そ れが後に私有財産制の発生に

よって,同 じ自然的分業が男女の不平等,男 による女の支配を基礎づけるものに転化することを明らか

にしたのである。とすれば 『ドイツ ・イデオロギー 』段階の限界性が明らかであろう。しかしながら,

水田珠枝氏あるいは中島通子氏はそ うは捉えない。中島氏はこう述べる。 「初期マルクスが展開 した疎

外論 がここにはみ られない。マルクスは私的所有を分業により疎外 された労働の結果ととらえる。 した

がって,人 間の疎外は結果としての私有財産の存在によるのではなく,そ れをうみだす疎外された労働
(39)

=分 業によってもたらされるものなのだ」と。これまでにもみてきたように初期マルクスは経済学研究を

つ うじて市民社会の認識を深めることをとおしてヘーゲル哲学をの りこえようとしてきたのであり,分
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業概念,所 有概念の本格的展開はこの後になるのであって,初 期マルクスのみが正 しいとする根拠はど

こにもないだろう。

ところが中島氏は『共産党宣言』において 「…・・プロレタリηま財産を持っていない。プロレタリアの妻に対

する関係には,も はやブルジョア的家族関係と共通するものはない」(全 集④p486)と 書いているが

「私たちの生 きている社会は,生 産手段を所有 しない労働者と,そ の妻たちの大量の労働市場への移行

が現実となっているにもかかわらず夫の妻に対する支配はなくなっていなし!雪)と主張し,女 性の男性に

よる支配の根拠を分業にもとめるのである。

しかし,このことは,む しろ,ブ ルジョア的父権観念のプロレタリア家族への浸透ということにもとめるべきで

あろう。ライプチッヒ宗教会議 ・聖マックスの記述(全 集③P174～175)を 注目されたしbここには市民革

命後に登場したブルジョア家族のイデオロギーについて,それが市民的世界の現実的 ・世俗的基礎として認

められることを明白な形で,そ して,総 括的に述べている。フォイエルバッハの前述の部分のみでなく,

むしろ家族論としてはこの部分をも当然注視すべきだろう。まず,「 ブルジョアをブルジョアたらしめ

る条件」である 「ブルジョア的形式をとった婚姻関係,家 族」について 「婚姻関係に背いてこっそり姦

通を犯」 したり,「 若いブルジョアは」 「婚姻関係,財 産,家 族は理論的には一歩 もふれないまま」で,

彼自身の家族からわが身を独立させ,自 分だけとしては家族を実際上,解 体させる」。 さらに,「 ブル

ジョアジーは歴史的に家族に市民的家族の性格を与え」,「 この家族においては無柳と金銭が絆をなす」

(=労 働者家族にも市民的家族の性格を与えるだろう)。 ところで,「 服従,孝 順,貞 節」等封建的共

同体のもとでの 「家族の内面的絆」は市民革命によって解体 したが,家 族 という現実的団体 「財産関係

や他家族に対する排他的関係」が残った。即ち,「 生産様式と家族とがつながっているために」,家 族

の存在が 「どうしても必要とされ」(全 集②,p174～175)た からだと説明される。 「プロレタリアー

トのように現実に解体しているところでは」 「家族観念なるものは全然存在せず家族愛」(同 左,p174

～175)が 存在するのが見られるとして,ブ ル ジョアジーが市民的家族の性格を与えるとしても,現 実

に解体 しているプロレタリアートにはそれが無意味であることを述べているのである。

これまで我々はヘーゲルの家族観の検討からはじまって,マ ルクスの家族の科学的理解がどのように

深化 してきたのかをみてきた。この 『ドイツ・イデオロギー』におけるこの叙述に,唯 物論的歴史把握

によって,ヘ ーゲルの描 く市民家族の実像を,は じめて捉えることができたといって過言ではないだろう。

ここにおいて,ヘ ーゲルの家族観に対する一応の回答が得 られたといえよう。

まと め にか えて

以上,我 々は初期マルクスの家族論について,そ の形成過程を捉えようとしてきた。まずは,ヘ ーゲ

ルのいう人倫としての婚姻の理解からはじまって,『 ヘーゲル国法論批判 』では愛を原理とする市民家

族へ,し かし,こ こまではヘーゲルの家族理論の枠の中での議論の展開であった。しかし,同 時に,マ
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ル クスは あくまで も具体的 な現実の世界で問題 に しようとしたこともまた確かであった。 『ユダヤ人問

題 によせ て 』か ら,『 ヘーゲル法哲学批判序 説 』をへて,プ ロレタ リアー トを変革の担 い手 と捉 えて,

マル クスの家族観 は大 きく転換 してい くことになる。即ち 『経 哲手稿 』では,こ れ まで擁護 していた市

民家族 が私的所有の もとで禾IE的 な関係 としてあ らわれることをあば き,私 的所有の廃絶によって人間

的なあ り方 とな ると捉 え,ま た 『 ドイッ ・イデオ ロギー 』では家族を歴史的に捉え,所 有論,分 業論を

発展 させ る契機をつ くりだす一 方,ブ ル ジョアイデオロギー が家族 に市民的家族の性格 を与え るその根

拠 を示 した。 こうしてみ ると,初 期マル クスの家族論 はヘーゲルの提示 した市民家族の批判 ・克服の過

程 であったといえ るだ ろ う。 『離婚法案 』において 「立法者は精神的諸関係にひそむ内的 な法律 を意 識

された実定的 な法律の形で宣明す る」 と主張 したマルクスが,『 ドイツ ・イデオ ロギー 』では 「ブルジ

ョアイデオ ロギーが家族 に市民的家族の性格 を与えた」と言いえたのである。国家か ら市民社会分析へ

移行 してい くことによって,国 家 ・宗教 ・法の ブル ジョア的 な本質 をみぬいた とい うこと もで きるだ ろ

う。

さて,こ うして我 々は,よ うや く市民家族 から分化 したブル ジ ョア家 族とそれと対置するプロレタ リ

アー トの家族を見 い出 した。その歴史的起源,両 階級の家族の性格,そ して,家 族の止揚 について,等

々,科 学的理 解を深めるい くつかの契機は得 ることがで きた が,そ の本格的な展開 は,若 きマル クスか

ら壮年そ して老マルクスへひ きつがねばならないだろ う。 その検討は今後の残 された大きな課題であ る。
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